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令和５年度　青森県子ども ・ 子育て世帯応援金の給付についてお知らせ令和５年度　青森県子ども ・ 子育て世帯応援金の給付についてお知らせ
令和4年度から持続する食料費や光熱水道費等の物価高騰に直面するすべての子育て世帯 （0歳～18歳

までを養育する世帯） に対して、 県独自の支援として 「青森県子ども ・ 子育て世帯応援金」 を支給します。
※今回の給付金は、 課税 ・ 非課税は支給要件ではありません。
【金【金　　額】額】 児童１人当たり３万円
【対象者】 【対象者】 今回の給付金は、 以下のとおり村から支給される方と、 県から支給される方で区分されています。

●村の支給分 ・ ・ ・ 村から児童手当を受給している方 （０歳～15歳の児童を養育している世帯）
●県の支給分 ・ ・ ・ 上記以外で、 15歳～18歳の高校生を養育する方、 ０歳～18歳の児童を養育する公

務員で所属庁から児童手当を受給している方、 児童手当の所得上限超過で資格喪失
となっている方等

※養育する児童のうち 「高校生分」 は県へ申請する必要があります。 ※基準日は令和５年１０月３１日。
【手続き等】【手続き等】

●村の支給分 ・ ・ ・ 積極支給となり申請不要申請不要です。 ただし、 受給を辞退する方は届出が必要となりますの
で、 様式を村ホームページからダウンロード若しくは健康福祉課まで来所していただき、
ご記入のうえ、 ご提出下さいますようお願いいたします。

●県の支給分 ・ ・ ・ 県から別途通知され、 県への申請が必要となります。
【支給日】【支給日】

●村の支給分 ・ ・ ・ 近日中に通知を発送し１２月下旬に振込予定です。
●県の支給分 ・ ・ ・ 県から別途通知される予定です。

　※児童手当の対象児童と高校生が世帯にいる方は、 村と県で支給日が
　　異なる事がありますのでご了承ください。

〔問合せ先　健康福祉課　☎ ０１７５－２８－５８００〕


